
   

 

                                

「こうのとりのゆりかご」の運用状況の検証に関する報告（NO.47） 

（検証対象期間：令和４年（2022年）１０月１日～令和 5年（2023年）３月３１日） 

 

 平成１９年５月１０日に慈恵病院が設置した「こうのとりのゆりかご（以下、「ゆ

りかご」という。）」の令和４年度下半期における運用状況の検証結果について、次の

とおり報告する。 

 

１ 違法性の検討について 

上記対象期間の「ゆりかご」の運用体制に刑法上の「明らかな違法性」は認めら

れない。 

なお、子どもの権利を侵害しないように、今後も本部会において個別の運用状況

を継続的に検討する必要がある。 

 

２ 許可時の留意事項の遵守状況について 

（１）子どもの安全確保 

   対象期間中、特に問題の発生は確認されていない。 

   ① 設備の保守点検は、適正に行われていることが「保守点検表」に基づき確

認された。 

   ② 病院及び熊本市関係職員による会議は、適切に開催され運用に関する各種

連絡・調整が図られている。 

（２）相談機能の強化 

   「ゆりかご」を使うことなく事前の相談につなげるよう、病院として相談業務

に取り組まれている。慈恵病院が設置された「ＳＯＳ赤ちゃんとお母さんの相談

窓口」には、１０月～３月に合計 1,110件の相談が寄せられている。また、毎月

カンファレンス会議を開催し、相談員の情報の共有化を図っている。 

（３）公的相談機関等との連携 

 「ゆりかご」の運用に関する公的相談機関等との連携については、警察への通

報、児童相談所・市への通告及び情報公開のあり方も含め、適切に対応されてい

る。 

  

３ 現時点での検証評価 

以上のとおり、「ゆりかご」の運用体制に刑法上の「明らかな違法性」は認めら

れず、また、許可時に付した上記記載の３つの留意事項についても遵守されている。

今後も引き続き「ゆりかご」の運用状況の検証を継続する必要がある。 
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４ 第６３回専門部会(令和４年（2022年）１１月１日開催)で述べられた主な意見 

 

・実母に対し身元情報の提供を求めることは、ゆりかごへの預け入れに対するハード

ルを上げかねないため、そうならない方法を今後検討していきたい。 

 

・ゆりかごに預け入れられた子どもへの真実告知については、子どもがゆりかごに預

けられたことについて養親が肯定的に伝えるかどうかで子どもの受け取り方も違い

が出る。そのため、子どもがゆりかごに預け入れられたことを周囲に話した際の反応

も気になるところ。「ゆりかごへの預け入れにより子どもの命が救われてよかった」

と社会全体の認識を肯定的なものに変えていく必要がある。 

 

 

 

○第６４回 熊本市要保護児童対策地域協議会「こうのとりのゆりかご」専門部会 

  ・開催日時：令和５年（２０２３年）５月１２日（金）１０：００～ 
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